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告 示

島根県告示第418号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、大社町土地改良区の定款変更を平成23年６月８日付

けで認可した。

平成23年６月14日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県告示第419号

過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第14条第１項の規定に基づく基幹道路の整備を次のとおり完了し

たので、過疎地域自立促進特別措置法施行令（平成12年政令第175号）第７条第２項の規定により告示する。

平成23年６月14日

島根県知事 溝 口 善兵衛

道路の種類及び路線名 工 事 区 間 工事の種類 工事完了の期日

邑智郡邑南町戸河内2492番１地先から

町道 戸河内線 付替・拡幅 平成23年３月２日
同地先まで

邑智郡邑南町戸河内2491番１地先から

同2510番12地先まで

島根県告示第420号

河川法（昭和39年法律第167号）第17条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について協議が

成立したので、同条第２項の規定により告示する。

その関係図書は、島根県雲南県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成23年６月14日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 河川の名称

一級河川斐伊川水系赤川

２ 河川管理施設の名称又は種類

右岸堤防

３ 河川管理施設の位置

雲南市大東町大東下分177番４地先から雲南市大東町大東2354番１地先まで

４ 管理を行う者の氏名及び住所

道路管理者 島根県雲南県土整備事務所長

雲南市木次町里方531番地１

５ 管理の内容

⑴ 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他のもっぱら道路の管理上必要な施設

又は工作物をいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

⑵ 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１メートルまでの範囲内にあるものについての維持

⑶ 原則として、道路専用施設に係る災害復旧
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６ 管理の期間

平成23年４月25日から道路の存続する日まで

島根県告示第421号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次に掲げる土地の

区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定するので、同条第３項の規定により告示する。

平成23年６月14日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 区域の名称

殿屋敷

２ 土地の表示

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から21号までを順次に結んだ線及び標柱１号と21号を結んだ線により囲まれ

た区域

所 在 及 び 地 番 標 柱 番 号

隠岐郡隠岐の島町有木殿屋敷37番 １号

〃 38番１ ２号から６号まで

〃 37番 ７号及び８号

〃 18番 ９号から11号まで

〃 ９番 12号

〃 17番 13号

〃 16番 14号

〃 19番１ 15号

〃 36番７ 16号

〃 36番１ 17号

〃 29番１ 18号

〃 29番１地先道路敷 19号

〃 38番３ 20号及び21号

雑 報

地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第３項の規定に基づき、平成22年度決算の要旨を公告する。

平成23年６月14日

島根県市町村職員共済組合 理事長 松 浦 正 敬

損益計算書の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短 期 長 期 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資
預託金

管 理

3,080,820 9,892,690 105,346 192,168負 担 金

2,997,169 4,834,501 189,442掛 金

286,922
施 設 収 入 ・

収 商 品 売 上
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42,744 3,476 15,812連 合 会 交 付 金

379 126,493 644 5,529 13 405,561 8 1,008利 息 及 び 配 当 金

490,933 429 309 6,827 143,975 39,337入 そ の 他 の 収 入

19,403 87,000他 経 理 か ら 繰 入

465,688前年度支払準備金

7,034,989 14,727,191 126,493 168,566 390,615 374,244 412,388 159,795 40,345計

3,003,970給 付

85,236 15,033 85,534 33,582 4,589 17,327役 職 員 給 与

6,094 2,964 1,120 6,194 1,022 3,336旅 費 ・ 事 務 費

14,565商 品 仕 入

66,514飲 食 材 料 費

1,418 937 27,616 2,923 93 573
委 託 費 ・

委 託 管 理 費

126,493 365 233,428 126,051支 支 払 利 息

83,330 6,611連 合 会 払 込 金

315,106連 合 会 拠 出 金

9,892,690負 担 金 払 込 金

4,834,501掛 金 払 込 金

3,294老 人 保 健 拠 出 金

175,153出 退職者給付拠出金

1,515,541前期高齢者納付金

950,484後期高齢者支援金

373,903介 護 納 付 金

19,403 87,000他 経 理 へ 繰 入

43,993 69,417 126,737 214,504 12,499 16,306 10,085そ の 他 の 支 出

456,960次年度支払準備金

6,941,137 14,727,191 126,493 162,165 232,671 410,218 288,626 154,672 31,321計

93,852 0 0 6,401 157,944 △35,974 123,762 5,123 9,024
差 引 当 期 利 益 金

又は当期損失金（△）

貸借対照表の要旨 （単位：千円）

経 理 区 分 短 期 長 期 業 務 保 健 宿 泊 貯 金 貸 付 物 資
預託金

管 理

810,094 779,413 291,080 153,182 2,148,515 63,507 4,818,249 67,008 298,920資 流 動 資 産

4,803,549 312 93 672,682 21,624,027 4,904,065 26産 固 定 資 産

810,094 779,413 5,094,629 153,494 2,148,608 736,189 26,442,276 4,971,073 298,946資 産 合 計

266,216 779,413 4,839 15,052 188,837 23,904,052 1,393 86,867

負
流 動 負 債

456,960 5,094,629 41,313 30,263 181,377 62,013 4,871,773 31,828

債
固 定 負 債

723,176 779,413 5,094,629 46,152 45,315 370,214 23,966,065 4,873,166 118,695負 債 合 計

269,277
純

資 本 剰 余 金

86,918 107,342 2,103,293 96,698 2,476,211 97,907 180,251
資

利 益 剰 余 金

86,918 0 0 107,342 2,103,293 365,975 2,476,211 97,907 180,251
産

純 資 産 合 計

810,094 779,413 5,094,629 153,494 2,148,608 736,189 26,442,276 4,971,073 298,946負 債 ・ 純 資 産 合 計
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